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埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例及び埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 新旧対照表         （傍線部分は、改正部分） 

 （第一条関係） 

改   正   案 現       行 

埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例 埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例 

  

第一条 （略） 第一条 （略） 

  

（定義） （定義） 

第二条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。 第二条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。 

（削る） 一 大麻取締法（昭和二十三年法律第百二十四号）第一条に規定する大

麻 

一 （略） 二 （略） 

二 麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条第一

項第一号に規定する麻薬、同項第四号に規定する麻薬原料植物及び同

項第六号に規定する向精神薬 

三 麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第二条第一

号に規定する麻薬、同条第四号に規定する麻薬原料植物及び同条第六

号に規定する向精神薬 

三～六 （略） 四～七 （略） 

  

第三条～第十条 （略） 第三条～第十条 （略） 

  

（知事指定薬物の指定） （知事指定薬物の指定） 

第十一条 知事は、第二条第六号に掲げる薬物のうち、県の区域内におい

て現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、最新の科学的知

見に基づき精神毒性を有すると認められるものを知事指定薬物として指

定することができる。 

第十一条 知事は、第二条第七号に掲げる薬物のうち、県の区域内におい

て現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、最新の科学的知

見に基づき精神毒性を有すると認められるものを知事指定薬物として指

定することができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（知事指定薬物の指定の失効等） （知事指定薬物の指定の失効等） 

第十二条 前条第一項の規定による指定は、知事指定薬物が第二条第一号

から第五号までに掲げる薬物に指定され、又は該当するに至ったとき

は、その効力を失うものとする。 

第十二条 前条第一項の規定による指定は、知事指定薬物が第二条第一号

から第六号までに掲げる薬物に指定され、又は該当するに至ったとき

は、その効力を失うものとする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

第十三条～第十六条 （略） 第十三条～第十六条 （略） 
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改   正   案 現       行 

 （緊急時の勧告）  （緊急時の勧告） 

第十七条 知事は、第二条第六号に掲げる薬物の濫用により県民の健康等

に重大な被害が生じ、又は生じる蓋然性が高いと認めるときは、第十一

条第一項の規定により当該薬物を知事指定薬物として指定する前に、当

該薬物（当該薬物を含有する物又は植物を含む。以下この項及び次条第

二項において「勧告対象薬物」という。）を製造し、栽培し、販売し、

授与し、所持し、販売若しくは授与の目的で広告し、購入し、譲り受

け、又は使用する者に対し、その行為を中止し、又は勧告対象薬物の回

収若しくは廃棄その他必要な措置を採るべきことを勧告することができ

る。 

第十七条 知事は、第二条第七号に掲げる薬物の濫用により県民の健康等

に重大な被害が生じ、又は生じる蓋然性が高いと認めるときは、第十一

条第一項の規定により当該薬物を知事指定薬物として指定する前に、当

該薬物（当該薬物を含有する物又は植物を含む。以下この項及び次条第

二項において「勧告対象薬物」という。）を製造し、栽培し、販売し、

授与し、所持し、販売若しくは授与の目的で広告し、購入し、譲り受

け、又は使用する者に対し、その行為を中止し、又は勧告対象薬物の回

収若しくは廃棄その他必要な措置を採るべきことを勧告することができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

  

第十八条～第二十五条 （略） 第十八条～第二十五条 （略） 
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 （第二条関係） 

改正案 現 行 

   埼玉県青少年健全育成条例    埼玉県青少年健全育成条例 

  

第一条～第十九条の三 （略） 第一条～第十九条の三 （略） 

  

（場所の提供及び周旋の禁止） （場所の提供及び周旋の禁止） 

第二十条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年

がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又は周旋してはな

らない。 

第二十条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年

がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又は周旋してはな

らない。 

 一・二 （略）  一・二 （略） 

 三 麻薬、あへん又は覚醒剤の使用  三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の使用 

 四～八 （略）  四～八 （略） 

  

第二十一条～第三十三条 （略） 第二十一条～第三十三条 （略） 

  

 

 


